
食品表示に関し、消費者庁（食品表示課）が担当する法律には、次のようなものがある。

JAS法、食品衛生法及び健康増進法の関係

JAS法 食品衛生法

原材料名

原産地

アレルギー

添加物

名称

遺伝子組換え

賞味期限

保存方法

健康増進法

（栄養成分表示、特別用途表示）

商品選択 食品安全の確保

製造者名等

※このほか、景品表示法（虚偽、誇大な表示の禁止）、不正競争防止法（不正な競争の防止）、計量法（適正な計
量の実施を確保）なども食品表示に関係します。

実際の表示例

等
等

食品表示に関する制度

等

食品衛生法・・・・・・・ 飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること
ＪＡＳ法・・・・・・・・・・・ 原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること
健康増進法・・・・・・・ 栄養の改善その他の国民の健康の増進を図ること
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